
 

 

第21期 貸借対照表・損益計算書 平成29年6月12日 
 
 東京都港区虎ノ門4丁目3番20号 

 AIG富士生命保険株式会社 

 代表取締役社長兼CEO 友野 紀夫 
 

平成28年度（平成29年3月31日現在）貸借対照表 

(単位:百万円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科       目 金額 科       目 金額 

( 資 産 の 部 )  ( 負 債 の 部 )  

現 金 及 び 預 貯 金 9,894 保 険 契 約 準 備 金 599,932 

    預 貯 金 9,894     支 払 備 金 2,949 

有 価 証 券 563,590     責 任 準 備 金 596,517 

    国 債 374,138     契約者配当準備金 465 

    地 方 債 2,400 代 理 店 借 2,142 

    社 債 34,097 再 保 険 借 862 

    株 式 679 そ の 他 負 債 5,139 

    外 国 証 券 152,274     未 払 法 人 税 等 33 

貸 付 金 13,963     未 払 金 162 

    保 険 約 款 貸 付 13,947     未 払 費 用 2,396 

    一 般 貸 付 16     預 り 金 274 

有 形 固 定 資 産 748     金 融 派 生 商 品 102 

    建 物 553     リ ー ス 債 務 12 

    リ ー ス 資 産 11     資 産 除 去 債 務 279 

    その他の有形固定資産 183     仮 受 金 1,879 

無 形 固 定 資 産 1,607 退 職 給 付 引 当 金 38 

    ソ フ ト ウ ェ ア 1,517 役員退職慰労引当金 44 

    その他の無形固定資産 89 特 別 法 上 の 準 備 金 957 

代 理 店 貸 7     価格変動準備金 957 

再 保 険 貸 24,257 繰 延 税 金 負 債 2,278 

そ の 他 資 産 14,679 負  債 の 部 合  計 611,394 

    未 収 金 11,340 （ 純 資 産 の 部 ）  

    前 払 費 用 137 資 本 金 26,250 

    未 収 収 益 1,582 資 本 剰 余 金 16,250 

    預 託 金 480     資 本 準 備 金 16,250 

    金 融 派 生 商 品 1,027 利 益 剰 余 金 △31,245 

    仮 払 金 111     その他利益剰余金 △31,245 

    そ の 他 の 資 産 0    繰越利益剰余金 △31,245 

貸 倒 引 当 金 △237 株 主 資 本 合 計 11,254 

  その他有価証券評価差額金 5,861 

  評価・換算差額等合計 5,861 

  純 資 産 の 部 合 計 17,115 

資  産 の 部 合  計 628,510 負債及び純資産の部合計 628,510 



 

 

(貸借対照表の注記) 

1. 有価証券（現金及び預貯金・買入金銭債権のうち有価証券に準じるもの及び金銭の信託において信託財産として

運用している有価証券を含む）の評価は次の通りであります。 

（1）満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）によっております。 

（2）責任準備金対応債券（「保険業における「責任準備金対応債券」に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」

（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第21号）に基づく責任準備金対応債券）については移動平均法

による償却原価法（定額法）によっております。 

（3）その他有価証券のうち時価のあるものについては3月末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価の算定は

移動平均法）、時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法によ

っております。なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

 

2. 責任準備金対応債券に係る貸借対照表計上額は80,512百万円、時価は98,002百万円です。また、責任準備金対応

債券に関連するリスク管理方針の概要は次の通りです。資産・負債の金利リスクの変動を適切に管理するために、

保険商品の特性に応じて小区分を設定し、各小区分に係る責任準備金のデュレーションと責任準備金対応債券の

デュレーションを一定幅の中で対応させる運用方針を採っております。デュレーション・マッチングの有効性に

ついては定期的に検証を行っております。なお、小区分は以下の通りです。 

（1）5年ごと利差配当商品区分(ただし、一部保険種類・保険契約を除く) 

（2）無配当商品区分 

（3）医療・がん商品区分 

 

3. デリバティブ取引の評価は、時価法によっております。 

 

4. 有形固定資産の減価償却の方法は、次の通りであります。 

・ 有形固定資産（リース資産を除く）は、定額法により行っております。 

・ 所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法により行っております。 

 

5. 外貨建資産・負債は、決算日の為替相場により円換算しております。 

 

6. 貸倒引当金は、資産の自己査定基準および償却・引当基準に則り、個別に見積った回収不能額を計上しておりま

す。すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産

監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っております。 

 

7. 退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、計上しております。 

退職給付債務並びに退職給付費用の処理方法は次の通りであります。 

・ 退職給付見込額の期間帰属方法 給付算定式基準 

・ 数理計算上の差異の処理年数 10年 

・ 過去勤務費用の処理年数 10年 

 

8. 役員退職慰労引当金は、役員に対する退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当年度末要支給額を計上し

ております。 

 

9. 価格変動準備金は、保険業法第115条の規定に基づき算出した額を計上しております。 



 

 

 

10. リース取引開始日が平成20年3月31日以前の所有権移転外ファイナンスリース取引については、引き続き通常の

賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

 

11. ヘッジ会計の方法は、企業会計基準第 10号「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準委員会）に従い、外

貨建債券に対する為替変動リスクをヘッジする目的で実施する為替予約取引について時価ヘッジを行っており

ます。なお、ヘッジの有効性の判定には、ヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率分析によっており

ます。ただし、ヘッジ対象とヘッジ手段に関する重要な条件が同一であり、ヘッジに高い有効性があることが明

らかな場合には、ヘッジの有効性の判定を省略しております。 

 

12. 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、事業費等の費用は税込方式によって

おります。なお、資産にかかる控除対象外消費税等のうち、税法に定める繰延消費税等については、前払費用と

して計上のうえ5年間で均等償却し、繰延消費税等以外のものについては、発生年度に費用処理しております。 

 

13. 責任準備金は、保険業法第116条の規定に基づく準備金であり、保険料積立金については次の方法により計算し

ております。 

・標準責任準備金の対象契約については、金融庁長官が定める方式（平成8年大蔵省告示第48号） 

・標準責任準備金の対象とならない契約については、平準純保険料式 

なお、保険業法施行規則第69条第5項の規定による将来にわたっての健全性を確保するための責任準備金を追加

して積み立てることとしております。これによる当年末の積立残高は271百万円であります。 

 

14. 無形固定資産に計上している自社利用のソフトウェアの減価償却の方法は、利用可能期間に基づく定額法により

行っております。 

 

15. 金融商品の状況に関する事項及び金融商品の時価等に関する事項は、次の通りであります。 

保険業法第118条第1項に規定する特別勘定以外の勘定である一般勘定の資産運用は、生保事業の社会性および

保険商品（負債）の特性を考慮した運用を行うことを基本方針とし、安全性を優先して長期的・安定的に収益確

保を図るとともに、ALM管理体制の充実を図り、リスク管理の強化に努めております。 

この方針に基づき、具体的には、債券については、信用リスク軽減のため格付けの高い国内の公社債を中心と

してポートフォリオに組み入れております。株式、投資信託については、保有ポートフォリオの見直しを行うと

ともに、収益機会の多様化を目的としてリスク許容度の範囲を定めて運用を行っております。 

また、貸付については、保険約款貸付を中心とした運用を行っており、デリバティブについては、外貨建債券

に対する為替変動リスクをヘッジする目的で活用しております。 

なお、主な金融商品として、有価証券は市場リスク及び信用リスク、貸付金は信用リスク、デリバティブ取引

は市場リスク及び信用リスクに晒されております。 

市場リスクの管理にあたっては、金利・株式などの市場環境の変化により資産の価値が変動し、損失を被るリ

スクを、また信用リスクの管理にあたっては、信用供与先の財務状況悪化等により資産の価値が減少ないし消滅

し、損失を被るリスクをバリュー・アット・リスク（VaR：予想最大損失額）による計量化手法を用いて定量的に

リスク量の把握を行い、許容されるリスク量の範囲内にコントロールしています。 

  



 

 

主な金融資産及び金融負債にかかる貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであります。 

 （単位：百万円） 

 貸借対照表計上額 時価 差額 

（1）現金及び預貯金 9,894 9,894 ─ 

（2）有価証券 563,499 618,063 54,563 

満期保有目的の債券 346,884 383,959 37,074 

責任準備金対応債券 80,512 98,002 17,489 

その他有価証券 136,101 136,101 ─ 

（3）貸付金 13,963 13,963 ─ 

保険約款貸付 13,947 13,947 ─ 

一般貸付 16 16 ─ 

（4）金融派生商品 924 924 ─ 

ヘッジ会計が適用されていないもの ─ ─ ─ 

ヘッジ会計が適用されているもの 924 924 ─ 

金融派生商品によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )

で表示しております。 

 

（1）現金及び預貯金 

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。 

（2）有価証券 

・市場価格のある有価証券 

３月末日の市場価格等によっております。 

・市場価格のない有価証券 

情報ベンダーから提示された価格、もしくは取引金融機関等から提示された価格等によっております。 

なお、非上場株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることができず時価を把握するこ

とが極めて困難と認められるため有価証券には含めておりません。 

当該非上場株式の当期末における貸借対照表価額は、90百万円であります。 

（3）貸付金 

保険約款貸付は、当該貸付を解約返戻金の範囲内に限るなどの特性により返済期限を設けておらず、返済見込

み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価としており

ます。 

一般貸付は、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、当

該帳簿価額によっております。 

（4）金融派生商品 

為替予約取引の時価の算定には、先物為替相場を使用しております。 

 

16. 貸付金のうち、破綻先債権、延滞債権、3カ月以上延滞債権および貸付条件緩和債権の該当はありません。 

 

17. 有形固定資産の減価償却累計額は335百万円であります。 

 

18. 関係会社に対する金銭債権の総額は6,677百万円、金銭債務の総額は472百万円であります。 

 

19. 繰延税金資産の総額は、10,038百万円、繰延税金負債の総額は、2,330百万円であります。繰延税金資産のうち評

価性引当額として控除した額は、9,985百万円であります。繰延税金資産の発生の主な原因別内訳は、繰越欠損金

6,281百万円、保険契約準備金1,779百万円、保険料の税務調整額375百万円、税法に定める減価償却資産損金算入

限度超過額365百万円、価格変動準備金268百万円であります。 

繰延税金負債の主な原因別内訳は、その他有価証券の評価差額2,278百万円であります。当年度における法定実効



 

 

税率は28.24％であり、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の主要な内訳は、評価

性引当額△28.01％であります。 

 

20. 貸借対照表に計上したリース資産の他、リース契約により使用している重要な有形固定資産として電子計算機等

があります。 

 

21. 契約者配当準備金の異動状況は次のとおりです。 

当期首現在高 519百万円 

当期契約者配当金支払額 345百万円 

利息による増加等 0百万円 

契約者配当準備金繰入額 291百万円 

当期末現在高 465百万円 

 

22. 担保に供されている資産の額は、再保険貸6,420百万円であります。 

 

23. 保険業法施行規則第73条第3項において準用する同規則第71条第1項に規定する再保険を付した部分に相当する

支払備金（以下「出再支払備金」という。）の金額は113百万円であり、同規則第71条第1項に規定する再保険を

付した部分に相当する責任準備金（以下「出再責任準備金」という。）の金額は3,885百万円であります。 

 

24. 1株当たりの純資産額は20,136円9銭であります。 

 

25. 責任準備金には、平成8年大蔵省告示第50号第1条第5項に規定する再保険契約に付した部分に相当する責任準備

金101,234百万円を含んでおります。 

 

26. 平成8年大蔵省告示第50号第1条第5項に規定する再保険契約に係る未償却出再手数料の当年度末残高は23,700百

万円であります。 

 

27. 保険業法第259条の規定に基づく生命保険契約者保護機構に対する当年度末における当社の今後の負担見積額は

900百万円であります。なお、当該負担金は拠出した年度の事業費として処理しております。 

 

28. 退職給付に関する事項は次のとおりであります。 

（1）採用している退職給付制度の概要 

当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を設けております。また、確定

拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。 

 

  



 

 

（2）確定給付制度 

①退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表 

期首における退職給付債務 1,442百万円 

勤務費用 118百万円 

利息費用 14百万円 

数理計算上の差異の当期発生額 40百万円 

退職給付の支払額  △84百万円 

期末における退職給付債務 1,532百万円 

 

②年金資産の期首残高と期末残高の調整表 

期首における年金資産 905百万円 

期待運用収益 24百万円 

数理計算上の差異の当期発生額 245百万円 

事業主からの拠出額 154百万円 

退職給付の支払額  △84百万円 

期末における年金資産 1,245百万円 

 

③退職給付債務及び年金資産と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表 

積立型制度の退職給付債務 1,532百万円 

年金資産 △1,245百万円 

 287百万円 

未認識数理計算上の差異 249百万円 

未認識過去勤務費用 △498百万円 

退職給付引当金    38百万円 

 

④退職給付に関連する損益 

勤務費用 118百万円 

利息費用 14百万円 

期待運用収益 △24百万円 

数理計算上の差異の当期の費用処理額 △5百万円 

過去勤務費用の当期の費用処理額    57百万円 

確定給付制度に係る退職給付費用   160百万円 

 

⑤年金資産の主な内訳 

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、以下のとおりであります。 

債券 40.9% 

株式 42.7% 

現金及び預金 2.6% 

その他    13.8% 

合計   100.0% 

 

⑥長期期待運用収益率の設定方法 

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する

多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。 



 

 

 

⑦数理計算上の差異の計算基礎に関する事項 

期末における主要な数理計算上の計算基礎は以下のとおりであります。 

割引率 1.00% 

長期期待運用収益率 2.75% 

 

(3) 確定拠出制度 

当社の確定拠出制度への要拠出額は、66百万円であります。 

 

29. 金額は、記載単位未満を切り捨てて表示しております。 

  



 

 

 

平成28年4月 1日から 

平成28年度 損益計算書 

平成29年3月31日まで 
(単位:百万円） 

科                    目 金    額 
経 常 収 益 206,737 

保 険 料 等 収 入 194,279 

保 険 料 140,188 

再 保 険 収 入 54,091 

資 産 運 用 収 益 9,925 

利 息 及 び 配 当 金 等 収 入 9,249 

有 価 証 券 利 息 ・ 配 当 金 8,849 

貸 付 金 利 息 399 

そ の 他 利 息 配 当 金 0 

      有 価 証 券 売 却 益 331 

      有 価 証 券 償 還 益 108 

      貸 倒 引 当 金 戻 入 額 235 

      そ の 他 運 用 収 益 0 

    そ の 他 経 常 収 益 2,531 

      年 金 特 約 取 扱 受 入 金 1,011 

      保 険 金 据 置 受 入 金 1,279 

      支 払 備 金 戻 入 額 163 

      そ の 他 の 経 常 収 益 77 

経 常 費 用 218,518 

保 険 金 等 支 払 金 82,608 

      保 険 金 8,161 

      年 金 1,105 

      給 付 金 8,313 

      解 約 返 戻 金 12,856 

      そ の 他 返 戻 金 693 

      再 保 険 料 51,479 

責 任 準 備 金 等 繰 入 額 95,648 

      責 任 準 備 金 繰 入 額 95,648 

      契 約 者 配 当 金 積 立 利 息 繰 入 額 0 

資 産 運 用 費 用 1,911 

      支 払 利 息 1 

      有 価 証 券 売 却 損 1,134 

      有 価 証 券 償 還 損 0 

      金 融 派 生 商 品 費 用 723 

      為 替 差 損 36 

      そ の 他 運 用 費 用 13 

事 業 費 35,939 

そ の 他 経 常 費 用 2,410 

      保 険 金 据 置 支 払 金 1,135 

      税 金 585 

      減 価 償 却 費 661 

      退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額 21 

      そ の 他 の 経 常 費 用 6 

経 常 損 失 11,781 

特 別 損 失 157 

      固 定 資 産 等 処 分 損 6 

      特 別 法 上 の 準 備 金 繰 入 額 150 

       価 格 変 動 準 備 金 150 

契 約 者 配 当 準 備 金 繰 入 額 291 
税 引 前 当 期 純 損 失 12,230 

法 人 税 及 び 住 民 税 33 

法 人 税 等 合 計 33 

当 期 純 損 失 12,263 

 

  



 

 

(損益計算書の注記) 

1. 関係会社との取引による収益の総額は 12,622百万円、費用の総額は 17,341百万円であります。 

 

2. 有価証券売却益の内訳は、その他の証券 315百万円、国債等債券 10百万円、外国証券 5百万円であります。 

 

3. 有価証券売却損の内訳は、その他の証券 1,134百万円であります。 

 

4. 支払備金戻入額の計算上、差し引かれた出再支払備金戻入額の金額は 42 百万円、責任準備金繰入額の計算上、

差し引かれた出再責任準備金繰入額の金額は 644百万円であります。 

 

5. 金融派生商品費用には、評価損 210百万円が含まれております。 

 

6. 1株当たりの当期純損失は、18,967円 64銭であります。 

 

7. 再保険収入には、平成 8 年大蔵省告示第 50 号第 1 条第 5 項に規定する再保険契約に係る未償却出再手数料の増

加額 51,631百万円を含んでおります。 

 

8. 再保険料には、平成 8 年大蔵省告示第 50 号第 1 条第 5 項に規定する再保険契約に係る未償却出再手数料の減少

額 47,003百万円を含んでおります。 

 

9. 関連当事者との取引に関する内容は以下の通りです。  

親会社及び法人主要株主等 （単位：百万円） 

属性 会社等の名称 

議決権等の

所有（被所

有）割合 

関連当事者

との関係 
取引の内容 取引金額 科目 期末残高 

親会社 
富士火災海上

保険株式会社 

（被所有） 

直接 100% 

当社の経営

管理とそれ

に付帯する

業務、及び役

員の兼任 

第三者割当によ

る新株発行 
17,500 － － 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

・第三者割当により、一株につき 50,000円にて 35万株の新株を発行しております。 

 

兄弟会社等 （単位：百万円） 

属性 会社等の名称 

議決権等の

所有（被所

有）割合 

関連当事者

との関係 
取引の内容 取引金額 科目 期末残高 

親会社の 

子会社 

American 

International 

Reinsurance 

Co. ltd 

なし 
再保険 

取引先 

再保険収入（注） 12,620 再保険貸 6,604 

再保険料（注） 11,837 再保険借 15 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

（注）再保険取引については、再保険協約書の定めにより決定しております。 

 

10. 金額は、記載単位未満を切り捨てて表示しております。 

 


